
第  号議案

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の一部を改正する

条例の件

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。 

令和５年２月13日提出

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の一部を改正する

条例

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第

46号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（オフィスビル事業計画の認定） （オフィスビル事業計画の認定）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２、３ ［略］ ２、３ ［略］

４ 第１項の 認定 の対象となる オフ ィ

スビル は、 当該オ フィス ビル 事業計

画が第 １条 の目的 に合致 し、 かつ、

次の各 号の いずれ にも該 当す るもの

でなければならない。 

４ 第１項の 認定 の対象となるオフ ィ

スビル は、 当該オ フィスビル 事業計

画が第 １条 の目的 に合致し、 かつ、

次の各 号の いずれ にも該当す るもの

でなければならない。 

１
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(1)～ (6) ［略］  (1)～ (6) ［略］  

(7) 第１項の認定を受けるまでの間

に、 当 該認定 とは 別に 、 この 条例

又は 旧 神戸 エンタ ープ ラ イズ ゾー

ン及 び 神戸国 際経 済ゾ ー ンに おけ

る支 援 措置に 関す る条 例 （平 成８

年 12月条例第 36号 。以下「 旧エ ン

タ ー プ ラ イ ズ ゾ ー ン 条 例 」 と い

う。 ） の規定 によ り認 定 を受 けて

いる 計 画に係 るオ フィ ス ビル 又は

その敷地である土地でないもの 

(7) 第１項 の認定を受けるまでの間

に、 当 該認 定 とは 別に 、 この条例

又は 神 戸エン ター プラ イ ズゾ ーン

及び 神 戸国 際 経済 ゾー ン における

支援措置に関する条例（平成８年 

12月条例第 36号。以下「 エンタ ー

プラ イ ズゾ ー ン条 例 」 という 。）

の規 定 によ り 認定 を受 け ている計

画に 係 るオ フ ィス ビル 又 はその敷

地である土地でないもの  

(8) ［略］ (8) ［略］

５ ［略］ ５  ［略］

（認定 事業 に係る 施設に 係る 固定資

産税及び都市計画税の不均一課税）  

（認定 事業 に係る 施設に係る 固定資

産税及び都市計画税の不均一課税）  

第 15条 ［略］ 第15条 ［略］

２ 前項に規 定す る家屋は、次 の各 号

のいず れに も該当 するも ので なけれ

ばならない。  

２ 前項に規 定す る家屋は、次の各 号

のいず れに も該当 するもので なけれ

ばならない。 

(1) 令和 ５ 年４ 月 １日 か ら令 和 ８年

３月 31日ま で の間 （令 和 ５年 ４月

１日 か ら令和 ８年 ３月 31日ま での

間に お いて事 業計 画に 係 る第 12条

第１ 項 の規定 によ る認 定 （以 下こ

の条において「当初認定」という。）

を受 け た者に あっ ては 、 当初 認定

を受 け た日の 翌日 から 起 算し て３

年を 経 過する 日ま での 間 を含 み、

(1) 令和 ２年１ 月 ２日 か ら令 和 ５年

３月 31日ま で の間 （令 和２年 ４月

１日 か ら令 和 ５年 ３月 31日ま での

間に お いて 事 業計 画に 係 る第 12条

第１ 項 の規 定 によ る認 定 （以下こ

の条において「当初認定」という。）

を受 け た者 に あっ ては 、 当初認定

を受 け た日 の 翌日 から 起 算して３

年を 経 過す る 日ま での 間 を含み、
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当 初 認 定 を 受 け た 事 業 計 画 に 関

し、第13条第１項、第24条第１項、

第25条第１項、第 26条第１項、第 

27条第１項、第 28条第１項又は第 

29条第１項のい ず れかの 規定 によ

る変 更 の認定 を受 けた 者 にあ って

は、 初 めて変 更の 認定 を 受け た日

の翌 日 から起 算し て２ 年 を経 過す

る日 又 は当初 認定 を受 け た日 の翌

日か ら 起算し て３ 年を 経 過す る日

の い ず れ か 遅 い 日 ま で の 間 を 含

む。 以 下「認 定事 業対 象 期間 」と

いう 。 ）に建 設に 着手 し 、か つ取

得したもの

当 初 認 定 を 受 け た 事 業 計 画 に 関

し、第13条第１項、第24条第１項、

第25条第１項、第 26条第１項、第 

27条第１項、第28条第１項又は第 

29条第１項 のい ず れかの 規定によ

る変 更 の認 定 を受 けた 者 にあって

は、 初 めて 変 更の 認定 を 受けた日

の翌 日 から 起 算し て２ 年 を経過す

る日 又 は当 初 認定 を受 け た日の翌

日か ら 起算 し て３ 年を 経 過する日

の い ず れ か 遅 い 日 ま で の 間 を 含

む。 以 下「 認定事 業対 象 期間 」と

いう 。 ）に 建 設に 着手 し 、かつ取

得したもの

(2) ［略］ (2) ［略］

(3) 第 12条第１項の認定を受けるま

での 間 に、当 該認 定と は 別に 、こ

の条 例 又は 旧 エン ター プ ライ ズゾ

ーン 条 例の 規 定により 認 定を 受け

ている計画に係る家屋でないもの  

(3) 第 12条第１ 項の認定を受けるま

での 間 に、 当 該認 定と は 別に、こ

の条 例 又は エ ンタープ ラ イズ ゾー

ン条 例 の規 定によ り認 定 を受 けて

いる計画に係る家屋でないもの

３ 第１項に 規定 する償却資産 は、 次

の各号 のい ずれに も該当 する もので

なければならない。  

３  第１項に 規定 する償却資産は、 次

の各号 のい ずれに も該当する もので

なければならない。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 第 12条第１項の認定を受けるま

での 間 に、当 該認 定と は 別に 、こ

の条 例 又は 旧 エン ター プ ライ ズゾ

ーン 条 例の 規 定により 認 定を 受け

(4) 第 12条第１項の認定を受けるま

での 間 に、 当 該認 定と は 別に、こ

の条 例 又は エ ンタープ ラ イズ ゾー

ン条 例 の規 定によ り認 定 を受 けて
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てい る 計画に 係る 償却 資 産で ない

もの 

いる 計 画に 係 る償 却資 産 でないも

の 

４  第１項に 規定 する土地は、 次の 各

号のい ずれ にも該当する もの でなけ

ればならない。  

４  第１項に 規定 する土地は、次の 各

号のい ずれ にも該 当するもの でなけ

ればならない。  

(1) 認定 事 業者が 、 令 和 ５年 ４ 月１

日か ら 令和８ 年３ 月 31日 まで の間

に取得したもの  

(1) 認定 事業者 が 、 令 和２年 １ 月２

日か ら 令和 ５ 年３ 月 31日 まで の間

に取得したもの  

(2)、 (3) ［略］  (2)、 (3) ［略］  

(4) 第 12条 第１ 項の認 定 を受 け るま

での 間 に、当 該認 定と は 別に 、こ

の条 例 又は 旧 エン ター プ ライ ズゾ

ーン 条 例の 規 定により 認 定を 受け

てい る 計画に 係る 家屋 又 は償 却資

産の敷地である土地でないもの  

(4) 第 12条 第１項 の認 定 を受 け るま

での 間 に、 当 該認 定と は 別に、こ

の条 例 又は エ ンタープ ラ イズ ゾー

ン条 例 の規 定によ り認 定 を受 けて

いる 計 画に 係 る家 屋又 は 償却資産

の敷地である土地でないもの  

（追加 取得 した認 定事業 に係 る施設

に係る 固定 資産税 及び都 市計 画税の

不均一課税）  

（追加 取得 した認 定事業に係 る施設

に係る 固定 資産税 及び都市計 画税の

不均一課税） 

第 16条  前条 の規 定にかかわら ず、 認

定事業 者の 、認定 事業計 画に 係る認

定事業 に係 る施設 のうち 規則 で定め

るもの の用 に供す る家屋 又は 償却資

産であ って 、次 に 掲げる場合 のいず

れかに 該当 すると きは、 当該 家屋又

は償却 資産 のうち 規則で 定め るもの

で、当 該認 定事業 者が所 有す るもの

に対し て課 する固 定資産 税及 び都市

計画税 の額 は、そ の事業 開始 日の属

第 16条  前条の規 定にかかわら ず、認

定事業 者の 、認定 事業計画に 係る認

定事業 に係 る施設 のうち規則 で定め

るもの の用 に供す る家屋又は 償却資

産であ って 、次に 掲げる場合 のいず

れかに 該当 すると きは、当該 家屋又

は償却 資産 のうち 規則で定め るもの

で、当 該認 定事業 者が所有す るもの

に対し て課 する固 定資産税及 び都市

計画税 の額 は、そ の事業開始 日の属
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する年 の翌 年の１ 月１日 （そ の事業

開始日 が１ 月１日 である 場合 には、

同日） を賦 課期日 とする 年度 から３

年度分 の固 定資産 税及び 都市 計画税

に限り 、こ の項の 規定の 適用 がない

ものと した 場合に おける 市税 条例第

36条 の ４ 及 び 第 179条 の 規 定 を 適 用

して計 算し た固定 資産税 額及 び都市

計画税 額か ら、当 該固定 資産 税額及

び都市 計画 税額に それぞ れ２ 分の１

を乗じ て得 た額を控除し た額 に相当

する金額とする。  

する年 の翌 年の１ 月１日（そ の事業

開始日 が１ 月１日 である場合 には、

同日） を賦 課期日 とする年度 から３

年度分 の固 定資産 税及び都市 計画税

に限り 、こ の項の 規定 の 適用 がない

ものと した 場合に おける市税 条例第

36条 の ４ 及 び 第 179条 の 規 定 を 適 用

して計 算し た固定 資産税額及 び都市

計画税 額か ら、当 該固定資産 税額及

び都市 計画 税額に それぞれ２ 分の１

を乗じ て得 た額を 控除した額 に相当

する金額とする。  

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 当該認定事業計画に係る施設に

係る 家 屋又は 償却 資産 の 敷地 であ

る土 地 が、 旧 エン ター プ ライ ズゾ

ーン 条 例の 施 行の日か ら 令和 ２年

３月 31日ま での間 におい て、 当該

認定 事 業者が 認定 を受 け たこ との

ある 別 の認定 事業 計画 に 係る 家屋

又は償却資産の敷地であるとき。  

(2) 当該認 定事業計画に係る施設に

係る 家 屋又 は 償却 資産 の 敷地であ

る土 地 が、 エ ンタープ ラ イズ ゾー

ン条 例 の施 行の日 から 令 和２ 年３

月 31日までの間 に おいて 、当 該認

定事 業 者が 認 定を 受け た ことのあ

る別 の 認定 事 業計 画に 係 る家屋又

は償却資産の敷地であるとき。  

２ 前項に規 定す る家屋は、次 の各 号

のいず れに も該当 するも ので なけれ

ばならない。  

２ 前項に規 定す る家屋は、次の各 号

のいず れに も該当 するもので なけれ

ばならない。 

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

(3) 第 12条第１項の認定を受けるま

での 間 に、当 該認 定とは 別に 、こ

の条 例 又は 旧 エン ター プ ライ ズゾ

(3) 第 12条第１ 項の認定を受けるま

での 間 に、 当 該認 定と は 別に、こ

の条 例 又は エ ンタープ ラ イズ ゾー
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ーン 条 例の 規 定により 認 定を 受け

ている計画に係る家屋でないもの  

ン条 例 の規 定によ り認 定 を受 けて

いる計画に係る家屋でないもの  

３  第１項に 規定 する償却資産 は、 次

の各号 のい ずれに も該当 する もので

なければならない。  

３  第１項に 規定 する償却資産は、 次

の各号 のい ずれに も該当する もので

なければならない。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 第 12条 第１ 項 の認定 を受 け るま

での 間 に、当 該認 定と は 別に 、こ

の条 例 又は 旧 エン ター プ ライ ズゾ

ーン 条 例の 規 定により 認 定を 受け

てい る 計画に 係る 償却 資 産で ない

もの 

(4) 第 12条 第１項 の認 定 を受 け るま

での 間 に、 当 該認 定と は 別に、こ

の条 例 又は エ ンタープ ラ イズ ゾー

ン条 例 の規 定によ り認 定 を受 けて

いる 計 画に 係 る償 却資 産 でないも

の 

（国際 経済 事業施 設に係 る固 定資産

税及び都市計画税の不均一課税）  

（国際 経済 事業施 設に係る固 定資産

税及び都市計画税の不均一課税）  

第 21条  ［略］  第 21条  ［略］  

２  前項に規 定す る家屋は、次 の各 号

のいず れに も該当 するも ので なけれ

ばならない。  

２  前項に規 定す る家屋は、次の各 号

のいず れに も該当 するもので なけれ

ばならない。 

(1) 令和 ５ 年４ 月 １日 か ら令 和 ８年

３月 31日ま で の間 （令 和 ５年 ４月

１日 か ら令和 ８年 ３月 31日ま での

間に お いて国 際経 済事 業 計画 に係

る 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定

（以下この条において「当初認定」

という。）を受けた者にあっては、

当初 認 定を受 けた 日の 翌 日か ら起

算し て ３年を 経過 する 日 まで の間

を含 み 、当初 認定 を受 け た国 際経

(1) 令和 ２年１ 月 ２日 か ら令 和 ５年

３月 31日ま で の間 （令 和２年 ４月

１日 か ら令 和 ５年 ３月 31日ま での

間に お いて 国 際経 済事 業 計画に係

る 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定

（以下この条において「当初認定」

という。）を受けた者にあっては、

当初 認 定を 受 けた 日の 翌 日から起

算し て ３年 を 経過 する 日 まで の間

を含 み 、当 初 認定 を受 け た国際経
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済事 業 計画に 関し 、同 条 第３ 項に

おい て 準用す る第 13条の 規 定に よ

る変 更 の認 定 を受 けた 者 にあ って

は、 初 めて変 更の 認定 を 受け た日

の翌 日 から起 算し て２ 年 を経 過す

る日 又 は当初 認定 を受 け た日 の翌

日か ら 起算し て３ 年を 経 過す る日

の い ず れ か 遅 い 日 ま で の 間 を 含

む。 以 下「認 定国 際経 済 事業 対象

期間」という。）に建設に着手し、

かつ取得したもの 

済事 業 計画 に 関し 、同 条 第３項に

おい て 準用 す る第 13条の規 定に よ

る変 更 の認 定 を受 けた 者 にあって

は、 初 めて 変 更の 認定 を 受けた日

の翌 日 から 起 算し て２ 年 を経過す

る日 又 は当 初 認定 を受 け た日の翌

日か ら 起算 し て３ 年を 経 過する日

の い ず れ か 遅 い 日 ま で の 間 を 含

む。 以 下「 認 定国 際経 済 事業対象

期間」という。）に建設に着手し、

かつ取得したもの  

(2) ［略］  (2) ［略］  

(3) 前条 第 １項の 認定 を 受け る まで

の間 に 、当該 認定 とは 別 に、 この

条例 又 は旧 エ ンタープ ラ イズ ゾー

ン条 例 の規 定 によ り認定 を受 けて

いる計画に係る家屋でないもの  

(3) 前条 第１項 の 認定 を 受け る まで

の間 に 、当 該 認定 とは 別 に、この

条例 又 はエ ン ター プラ イ ズゾ ーン

条例 の 規定に より 認定 を 受け てい

る計画に係る家屋でないもの  

３  第１項に 規定 する償却資産 は、 次

の各号 のい ずれに も該当 する もので

なければならない。  

３  第１項に 規定 する償却資産は、 次

の各号 のい ずれに も該当する もので

なければならない。  

 (1)～ (3) ［略］   (1)～ (3) ［略］  

(4) 前条 第 １項の 認定 を 受け る まで

の間 に 、当該 認定 とは 別 に、 この

条例 又 は旧 エ ンタ ープ ライズ ゾー

ン条 例 の規 定 によ り認 定 を受 けて

いる 計 画に係 る償 却資 産 でな いも

の 

(4) 前条 第１項 の 認定 を 受け る まで

の間 に 、当 該 認定 とは 別 に、この

条例 又 はエ ン ター プラ イ ズゾ ーン

条例 の 規定に より 認定 を 受け てい

る計画に係る償却資産でないもの  

（追加 取得 した国 際経済 事業 に係る （追加 取得 した国 際経済事業 に係る
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施設に 係る 固定資 産税及 び都 市計画

税の不均一課税）  

施設に 係る 固定資 産税及び都 市計画

税の不均一課税）  

第 22条  前条の規定にかかわらず、認

定国際 経済 事業者 の、認 定国 際経済

事業計 画に 係る国 際経済 事業 に係る

施設の うち 規則で 定める もの の用に

供する 家屋 又は償 却資産 であ って、

次に掲 げる 場合の いずれ かに 該当す

るとき は、 当該家 屋又は 償却 資産の

うち規 則で 定める もので 、当 該認定

国際経 済事 業者が 所有す るも のに対

して課 する 固定資 産税及 び都 市計画

税の額 は、 その国 際経済 事業 開始日

の属す る年 の翌年 の１月 １日 （その

国際経 済事 業開始 日が１ 月１ 日であ

る場合 には 、同日 ）を賦 課期 日とす

る年度 から ３年度 分の固 定資 産税及

び都市 計画 税に限 り、こ の項 の規定

の適用 がな いもの とした 場合 におけ

る 市 税 条 例 第 36条 の ４ 及 び 第 17 9条

の規定 を適 用して 計算し た固 定資産

税額及 び都市計画 税額か ら、 当該固

定資産 税額 及び都 市計画 税額 にそれ

ぞれ２ 分の １を乗 じて得 た額 を控除

した額に相当する金額とする。  

第 22条  前条の 規定にかかわらず、認

定国際 経済 事業者 の、認定国 際経済

事業計 画に 係る国 際経済事業 に係る

施設の うち 規則で 定めるもの の用に

供する 家屋 又は償 却資産であ って、

次に掲 げる 場合の いずれかに 該当す

るとき は、 当該家 屋又は償却 資産の

うち規 則で 定める もので、当 該認定

国際経 済事 業者が 所有するも のに対

して課 する 固定資 産税及び都 市計画

税の額 は、 その国 際経済事業 開始日

の属す る年 の翌年 の１月１日 （その

国際経 済事 業開始 日が１月１ 日であ

る場合 には 、同日 ）を賦課期 日とす

る年度 から ３年度 分の固定資 産税及

び都市 計画 税に限 り、この項 の規定

の適用 がな いもの とした場合 におけ

る 市 税 条 例 第 36条 の ４ 及 び 第 17 9条

の規定 を適 用して 計算した固 定資産

税額及 び都 市計画 税額から、 当該固

定資産 税額 及び都 市計画税額 にそれ

ぞれ２ 分の １を乗 じて得た額 を控除

した額に相当する金額とする。  

(1) ［略］ (1) ［略］

(2) 当該認定国際経済事業計画に係

る施 設 に係る 家屋 又は 償 却資 産の

(2) 当該認 定国際経済事業計画に係

る施 設 に係 る 家屋 又は 償 却資産の
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敷地 で ある土 地が 、 旧 エ ンタ ープ

ライ ズ ゾーン 条例 の施 行 の日 から

令和２ 年３月 31日 にまで の間 にお

いて 、 当該認 定国 際経 済 事業 者が

認定 を 受けた こと のあ る 別の 認定

国際 経 済事業 計画 に係 る 家屋 又は

償却資産の敷地であるとき。  

敷地 で ある 土 地が 、 エ ンター プラ

イズ ゾ ーン 条 例 の 施行の 日か ら令

和２年 ３月 31日 にまでの 間に おい

て、 当 該認 定 国際 経済 事 業者が認

定を 受 けた こ との ある 別 の認定国

際経 済 事業 計 画に 係る 家 屋又は償

却資産の敷地であるとき。  

２  前項に規 定す る家屋は、次 の各 号

のいず れに も該当 するも ので なけれ

ばならない。  

２  前項に規 定す る家屋は、次の各 号

のいず れに も該当 するもので なけれ

ばならない。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 第 20条第１項の認定を受けるま

での 間 に、当 該認 定と は 別に 、こ

の条 例 又は 旧 エン ター プ ライ ズゾ

ーン 条 例の 規 定により 認 定を 受け

ている計画に係る家屋でないもの  

(3) 第 20条第１ 項の認定を受けるま

での 間 に、 当 該認 定と は 別に、こ

の条 例 又は エ ンタープ ラ イズ ゾー

ン条 例 の規 定によ り認 定 を受 けて

いる計画に係る家屋でないもの  

３  第１項に 規定 する償却資産 は、 次

の各号 のい ずれに も該当 する も ので

なければならない。  

３  第１項に 規定 する償却資産は、 次

の各号 のい ずれに も該当する もので

なければならない。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 第 20条第１項の認定を受けるま

での 間 に、当 該認 定と は 別に 、こ

の条 例 又は 旧 エン ター プ ライ ズゾ

ーン 条 例の 規 定により 認 定を 受け

てい る 計画に 係る 償却 資 産で ない

もの 

(4) 第 20条第１ 項の認定を受けるま

での 間 に、 当 該認 定と は 別に、こ

の条 例 又は エ ンタープ ラ イズ ゾー

ン条 例 の規 定によ り認 定 を受 けて

いる 計 画に 係 る償 却資 産 でないも

の 

附  則  附  則  

１  ［略］  １  ［略］  
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（この条例の失効）  （この条例の失効）  

２  この条例は、令和８年３月 31日限

り、その効力を失う。 

２  この条例は、令和５年３月 31日限

り、その効力を失う。 

（失効に伴う経過措置） （失効に伴う経過措置）  

３  次に掲げ るも のについては 、こ の

条例は、前項に規定する日（以下「失

効日」 とい う。） 後も、 なお その効

力を有する。  

３  次に掲げ るも のについては、こ の

条例は、前項に規定する日（以下「失

効日」 とい う。） 後も、なお その効

力を有する。 

(1) 次に掲げるものに対して課する

固定資産税及び都市計画税  

(1) 次に掲 げるものに対して課する

固定資産税及び都市計画税  

ア  失効日までに取得され、かつ、

認 定 オ フ ィス ビ ル 事 業 計 画 に 係

る 第 ９ 条 に規 定 す る 家 屋 （ 同 条

に 規 定 す るオ フ ィ ス ビ ル 認 定 事

業 者 が 令 和５ 年 ４月 １ 日 か ら 失

効 日 ま で の間 に 第 ３ 条 第 １ 項 の

規定による認定（アにおいて「当

初 オ フ ィ スビ ル 事 業 認 定 」 と い

う。）を受けた場合にあっては、

当 初 オ フ ィス ビ ル 事 業 認 定 を 受

け た 日 の 翌日 か ら 起 算 し て ３ 年

を 経 過 す る日 ま で 、 当 初 オ フ ィ

ス ビ ル 事 業認 定 を 受 け た 日 の 翌

日 か ら 起 算し て ３ 年 を 経 過 す る

日 又 は 完 成の 日 の い ず れ か 早 い

日 ま で の 間に 当 初オ フ ィ ス ビ ル

事 業 認 定 を受 け た オ フ ィ ス ビ ル

事 業 計 画 に関 し 、 第 ５ 条 第 １ 項

ア 失効日までに取得され、かつ、

認 定 オ フィス ビ ル 事 業 計 画 に係

る 第 ９ 条に規 定 す る 家 屋 （ 同条

に 規 定 するオ フ ィ ス ビ ル 認 定事

業 者 が 令 和２ 年４ 月 １ 日 か ら 失

効 日 ま での間 に 第 ３ 条 第 １ 項 の

規定による認定（アにおいて「当

初 オ フ ィスビ ル 事 業 認 定 」 とい

う。）を受けた場合にあっては、

当 初 オ フィス ビ ル 事 業 認 定 を受

け た 日 の翌日 か ら 起 算 し て ３年

を 経 過 する日 ま で 、 当 初 オ フィ

ス ビ ル 事業認 定 を 受 け た 日 の翌

日 か ら 起算し て ３ 年 を 経 過 する

日 又 は 完成の 日 の い ず れ か 早い

日 ま で の間に 当 初 オ フ ィ ス ビル

事 業 認 定を受 け た オ フ ィ ス ビル

事 業 計 画に関 し 、 第 ５ 条 第 １項
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の 規 定 に よる 変 更 の 認 定 を 受 け

た 者 に あ って は 、 初 め て 変 更 の

認 定 を 受 けた 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ２ 年 を経 過 す る 日 又 は 当 初

オ フ ィ ス ビル 事 業 認 定 を 受 け た

日 の 翌 日 から 起 算 し て ３ 年 を 経

過 す る 日 のい ず れ か 遅 い 日 ま で

の間に取得されたものを含む。）

で 当 該 オ フィ ス ビ ル 認 定 事 業 者

が所有するもの 

の 規 定 による 変 更 の 認 定 を 受け

た 者 に あって は 、 初 め て 変 更の

認 定 を 受けた 日 の 翌 日 か ら 起算

し て ２ 年を経 過 す る 日 又 は 当初

オ フ ィ スビル 事 業 認 定 を 受 けた

日 の 翌 日から 起 算 し て ３ 年 を 経

過 す る 日のい ず れ か 遅 い 日 まで

の間に取得されたものを含む。）

で 当 該 オフィ ス ビ ル 認 定 事 業者

が所有するもの  

イ  ［略］  イ  ［略］  

ウ  失効日までに取得され、かつ、

認 定 事 業 計画 に 係 る 認 定 事 業 の

用に供 され た第 15条又は 第 16条

に 規 定 す る 家 屋 又 は 償 却 資 産

（第 15条又 は第 16条に規 定する

認 定 事 業 者が 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 失 効 日ま で の 間 （ 以 下 「 特

定期 間 」と いう。 ）に 第 12条第

１ 項 の 規 定に よ る 認 定 （ ウ 及 び

エにおいて「当初認定」という。）

を 受 け た 場合 に あ っ て は 、 当 初

認 定 を 受 けた 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ３ 年 を経 過 す る 日 ま で 、 当

初 認 定 を 受け た 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て ３ 年を 経 過 す る 日 又 は 事

業 開 始 日 のい ず れ か 早 い 日 ま で

の 間 に 当 初認 定 を 受 け た 事 業 計

ウ 失効日までに取得され、かつ、

認 定 事 業計画 に 係 る 認 定 事 業の

用に供 された第 15条又は第 16条

に 規 定 す る 家 屋 又 は 償 却 資 産

（第 15条又 は第 16条に規 定する

認 定 事 業者が 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

か ら 失 効日ま で の 間 （ 以 下 「特

定期 間 」とい う。 ）に 第 12条第

１ 項 の 規定に よ る 認 定 （ ウ 及び

エにおいて「当初認定」という。）

を 受 け た場合 に あ っ て は 、 当初

認 定 を 受けた 日 の 翌 日 か ら 起算

し て ３ 年を経 過 す る 日 ま で 、当

初 認 定 を受け た 日 の 翌 日 か ら起

算 し て ３年を 経 過 す る 日 又 は事

業 開 始 日のい ず れ か 早 い 日 まで

の 間 に 当初認 定 を 受 け た 事 業計
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画に関 し、 第 13条 第１項 、第 24

条第１ 項、 第 25条 第１項 、第 26

条第１ 項、 第 27条 第１項 、第 28

条第 １ 項又 は第 29条第 １ 項のい

ず れ か の 規定 に よ る 変 更 の 認 定

を 受 け た 者に あ っ て は 、 初 め て

変 更 の 認 定を 受 け た 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て２ 年 を 経 過 す る 日 又

は 当 初 認 定を 受 け た 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て３ 年 を 経 過 す る 日 の

い ず れ か 遅い 日 ま で の 間 に 取 得

さ れ 、 か つ、 認 定 事 業 計 画 に 係

る 認 定 事 業の 用 に 供 さ れ た も の

を 含 む 。 ）で 当 該 認 定 事 業 者 が

所有するもの  

画に関 し、第 13条 第１項 、第 24

条第１ 項、第 25条 第１項 、第 26

条第１ 項、第 27条 第１項 、第 28

条第 １ 項又は 第 29条第１ 項の い

ず れ か の規定 に よ る 変 更 の 認定

を 受 け た者に あ っ て は 、 初 めて

変 更 の 認定を 受 け た 日 の 翌 日か

ら 起 算 して２ 年 を 経 過 す る 日又

は 当 初 認定を 受 け た 日 の 翌 日か

ら 起 算 して３ 年 を 経 過 す る 日の

い ず れ か遅い 日 ま で の 間 に 取得

さ れ 、 かつ、 認 定 事 業 計 画 に係

る 認 定 事業の 用 に 供 さ れ た もの

を 含 む 。）で 当 該 認 定 事 業 者が

所有するもの  

エ ウ に掲 げるも のの 敷 地で ある

土地 （ 第 15条 に 規定す る 認定 事

業 者 が 令 和５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 失

効 日 ま で の間に 取 得 し 、 か つ 、

当 初 認 定 時に 建 設 に 着 手 し て い

な い 場 合 は、 そ の 取 得 の 日 の 翌

日 か ら 起 算し て １ 年 を 経 過 す る

日 ま で に 当該 土 地 を 敷 地 と す る

同 条 に 規 定す る 認 定 事 業 に 係 る

施 設 の 建 設の 着 手 が あ っ た も の

に 限 る 。 ）で 当 該 認 定 事 業 者 が

所有するもの  

エ ウ に掲げ るも のの 敷 地で ある

土地 （ 第 15条 に 規定す る 認定 事

業 者 が 令 和２ 年１ 月 ２ 日 か ら 失

効 日 ま での間 に 取 得 し 、 か つ、

当 初 認 定時に 建 設 に 着 手 し てい

な い 場 合は、 そ の 取 得 の 日 の翌

日 か ら 起算し て １ 年 を 経 過 する

日 ま で に当該 土 地 を 敷 地 と する

同 条 に 規定す る 認 定 事 業 に 係る

施 設 の 建設の 着 手 が あ っ た も の

に 限 る 。）で 当 該 認 定 事 業 者が

所有するもの  

オ ［略］ オ ［略］
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(2) ［略］  (2) ［略］  

４～９ ［略］  ４～９ ［略］  

附  則  

（施行期日） 

１  この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、附則第２項の改正規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置） 

２  この条例による改正後の神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する

条例（以下「新条例」という。）第15条の規定は、施行日以後に第12条第１項

の認定を受けた者が所有するものに対して課する固定資産税及び都市計画税に

ついて適用し、同日前に同項の認定を受けた者（第 24条第２項、第25条第２項、

第26条第２項、第27条第２項、第28条第２項又は第29条第２項の規定により、

変更前の認定事業（第12条第１項に規定する認定事業をいう。以下同じ。）に

係る計画について第 12条第１項の認定を受けた当初から変更後の認定事業を行

っていたものとみなされる者を含む。）が所有するものに対して課する固定資

産税及び都市計画税については、なお従前の例による。この場合において、令

和４年10月１日から施行日の前日までの間に第 12条第１項の認定を受けた者が

所有する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る第 15条の規定の

適用については、同条第４項第１号中「令和５年３月 31日」とあるのは、「令

和５年９月30日」とする。  

３  新条例第21条の規定は、施行日以後に第20条第１項の認定を受けた者が所有

するものに対して課する固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に

同項の認定を受けた者が所有するものに対して課する固定資産税及び都市計画

税については、なお従前の例による。  

 

理     由  

 不均一課税の適用期限を延長する等に当たり、条例を改正する必要があるため。 

（　16　）


